
仕様書４ 

 

 

消防用設備点検業務仕様書（八幡図書館、八幡南分館） 
 
 

１ 業務の目的 

   消防法第１７条の３の３（消防法施行規則第３１条の６第１項）に基づき、消火器・ 

自動火災報知設備について、機器点検及び総合点検を実施するもの。 

 

２ 点検対象機器及び対象施設 

 

点検対象機器 八幡図書館 八幡南分館 

消火器 〇 〇 

屋内消火栓設備 〇  

自動火災報知設備 〇 〇 

消防機関へ通報する火災報知設備 〇  

非常警報器具及び設備 〇  

避難器具 〇  

誘導灯及び誘導標識 〇 〇 

 

３ 点検回数  ６ヶ月に１回（９月、３月） 

 

４ 報告書   業務終了後、点検結果を所定の様式（点検結果報告書）で作成のうえ提出 

すること。 

 

 

 


